
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
緊
急
経

営
対
策
資
金
の
融
資
限
度
額
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た

融
資
対
象
者

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
最
近
１
か
月
間
の
売
上
高

等
が
前
年
同
月
の
売
上
高
等
に
比
べ

て
15
％
以
上
減
少
し
て
い
る
中
小
企

業
者
（
個
人
事
業
主
（
小
規
模
企
業

に
限
る
に
あ
っ
て
は
５
％
以
上
）

（
い
ず
れ
も
市
町
村
で
認
定
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。）

融
資
限
度
額　

運
転
資
金･

設
備
資

金
６
，
０
０
０
万
円

融
資
期
間　

10
年
以
内

（
う
ち
据
置
５
年
以
内
）

融
資
利
率　

年
1.4
％
～
年
1.9
％

（
３
年
間
実
質
無
利
子
）

保
証
料
率　

年
０
％

申
込
期
限　

令
和
３
年
３
月
31
日

（
保
証
機
関
の
受
付
日
）

問
市
町
村
商
工
担
当
課
、
金
融
機
関

ま
た
は
県
庁
中
小
企
業
支
援
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
９
４
６

障
害
者
の
法
定
雇
用
率
が
引
き
上
げ

に
な
り
ま
す

３
月
１
日
か
ら
、
法
定
雇
用
率
が
以

下
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。
あ
わ
せ

て
対
象
と
な
る
事
業
主
の
範
囲
も
広

が
り
ま
す
。

お
知
ら
せ

　

学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
、
令

和
２
年
度
に
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ

れ
て
い
る
方
で
、
令
和
３
年
度
も
引

き
続
き
在
学
予
定
の
方
へ
、
３
月
末

に
基
礎
年
金
番
号
等
が
印
字
さ
れ
た

ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生
納
付
特
例
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
。

　

同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
て
い
る

方
は
、
こ
の
ハ
ガ
キ
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
返
送
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

り
、
令
和
３
年
度
の
申
請
が
で
き
ま

す
。（
こ
の
場
合
在
学
証
明
書
ま
た

は
学
生
証
の
写
し
の
添
付
は
不
要
で

す
。）な
お
、
令
和
３
年
度
は
学
生
納

付
特
例
制
度
を
利
用
せ
ず
、
保
険
料

の
納
付
を
希
望
の
場
合
は
、
納
付
書

を
作
成
し
て
送
付
し
ま
す
。

　

学
生
納
付
特
例
期
間
は
年
金
額
に

反
映
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
将
来
受

け
取
る
年
金
額
を
増
額
す
る
た
め
に

も
、
後
か
ら
納
付（
追
納
）
す
る
こ

あなたをずっと支え続けるための国民年金

国民年金保険料学生納付

特例の申請について

住 民 税 務 課　☎ 0994-22-3039
住 民 生 活 課　☎ 0994-25-2511
鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
特
例
の
免
除
申
請

　

令
和
２
年
２
月
以
降
に
収
入
が
減

少
し
た
場
合
は
、
臨
時
特
例
措
置
と

し
て
本
人
申
告
の
所
得
見
込
額
を
用

い
た
簡
易
な
手
続
き
に
よ
り
、
国
民

年
金
保
険
料
免
除
申
請
が
で
き
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
令
和
２
年
２
月
以
降
に

収
入
が
減
少
し
た
方
等
詳
し
い
こ
と

は
、
役
場
年
金
担
当
窓
口
又
は
、
年

金
事
務
所
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

任
意
加
入
　

　

60
歳
～
64
歳
の
方
で
、
任
意
加
入

し
納
付
す
る
こ
と
で
受
給
資
格
要
件

を
満
た
す
可
能
性
の
あ
る
方
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
案
内
チ
ラ
シ
・
申
出

書
・
口
座
振
替
申
出
書
が
送
付
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
年
金
額
の
増
額

希
望
の
方
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

65
歳
に
な
っ
た
ら
老
齢
基
礎
年
金

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間

（
保
険
料
免
除
期
間
な
ど
を
含
む
）が

10
年
以
上
あ
る
方
が
、
65
歳
に
な
っ

て
か
ら
受
け
ら
れ
る
の
が
老
齢
基
礎

年
金
で
す
。
令
和
２
年
度
の
年
金
額

（
満
額
）は
78
万
１
７
０
０
円
で
す
。

問
合
せ　

鹿
屋
年
金
事
務
所

☎
０
９
９
４
‐
42
‐
５
１
２
１

法
定
雇
用
率

民
間
企
業　

2.2
％
→
2.3
％

対
象
と
な
る
事
業
主
の
範
囲 

民
間
企
業　

従
業
員
45
・
５
人
以
上

→
従
業
員
43
・
５
人
以
上

障
害
者
の
雇
用
に
あ
た
っ
て
は
、
助

成
金
な
ど
の
各
種
支
援
策
が
あ
り
ま

す
。詳
し
く
は
鹿
児
島
労
働
局
ま
で
。

問
鹿
児
島
労
働
局
職
業
対
策
課

☎
０
９
９
‐
２
１
９
‐
８
７
１
２

照
葉
樹
の
森
イ
ン
ベ
ン
ト
案
内

照
葉
樹
の
森
で
は
自
然
を
満
喫
で
き

る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
工
作
教
室
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。
ご
家
族

や
お
友
達
と
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

1
自
然
体
感
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（
陣
ノ

岡
～
横
尾
岳
）
３
月
28
日
日

※
参
加
費
、
応
募
期
間
な
ど
イ
ベ
ン

ト
の
詳
細
は
、
照
葉
樹
の
森
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
照
葉
樹
の
森
管
理
事
務
所

☎
０
８
０
‐
６
４
１
７
‐
６
５
１
８

交
通
事
故
相
談
所
が
実
施
す
る
出
張

相
談
に
つ
い
て

鹿
児
島
県
交
通
事
故
相
談
所
で
は
、

大
隅
地
域
振
興
局
に
お
い
て
定
期
的

な
出
張
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
３

月
15
日
か
ら
３
月
末
ま
で
の
相
談
は

下
記
の
と
お
り
実
施
す
る
予
定
で

す
。
な
お
、
相
談
は
無
料
で
す
。

【
大
隅
地
域
振
興
局
で
の
実
施
】

日
時 　

３
月
25
日
木

午
前
10
時
30
分
か
ら
午
後
２
時

（
相
談
受
付
は
午
後
１
時
30
分
ま
で
）

場
所　

 

大
隅
地
域
振
興
局
１
階

申
し
込
み
方
法

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の

観
点
か
ら
出
張
相
談
は
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
相
談
を
ご
希
望

の
際
に
は
、
必
ず
事
前
の
ご
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
県
交
通
事
故
相
談
所

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
５
２
６

４
月
６
日
か
ら｢

春
の
全
国
交
通
安

全
運
動｣

が
始
ま
り
ま
す

新
し
い
年
度
の
始
ま
り
は
、
入
学
や

進
級
等
も
あ
り
、
例
年
、
小
学
生
の

歩
行
中
、
自
転
車
乗
用
中
の
交
通
事

故
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
こ
の

機
会
に｢

交
通
安
全
の
主
役
は
自
分

自
身
で
あ
る
こ
と｣

を
改
め
て
自
覚

し
、
安
全
運
転
や
交
通
事
故
防
止
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

問
県
庁
く
ら
し
共
生
協
働
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
５
２
３

子
ど
も
医
療
費
の
窓
口
負
担
無
料
の

対
象
が
広
が
り
ま
す

経
済
的
理
由
か
ら
医
療
機
関
の
受
診

を
控
え
る
こ
と
に
よ
る
症
状
の
重
篤

化
を
防
ぐ
た
め
、
医
療
機
関
等
に
お

問 鹿児島県立 南大隅高校　☎ 0994-24-3155

3 年生の竹川陸斗と竹﨑文香さんが神山小 4年生
のそろばんの授業（算数）に参加し、そろばんの手
ほどきをおこないました。「子どもたちがよく理解し
てくれて，うれしかった。」と指導に手応えを感じ、
温かい雰囲気で交流を行うことができました。

毎月、南大隅高校が発行している「南大隅高校だより」
から、一部の記事を抜粋して掲載しています。

南大隅高校だより広報きんこう版
2021.3.11 発行

南大隅町の神山小で「そろばん指導」

け
る
窓
口
負
担
を
な
く
す
子
ど
も
医

療
給
付
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
高
校
生
ま
で
拡
充

し
ま
す
。

新
た
な
対
象

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
未
就
学
児
に

加
え
、
高
校
生
（
18
歳
に
達
す
る
日

以
後
最
初
の
３
月
31
日
）
ま
で

拡
充
時
期　

令
和
３
年
４
月
１
日
診

療
分
か
ら

無
料
に
な
る
医
療
費

保
険
が
適
用
と
な
る
入
院
（
食
事
の

費
用
は
除
く
）、通
院
（
歯
科
含
む
）、

お
薬
、
訪
問
看
護
、
柔
道
整
復
施
術

療
養
費

※
市
町
村
に
よ
っ
て
給
付
を
受
け
る

た
め
の
手
続
き
が
異
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
お
住
ま
い
の
市
町

村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
県
庁
子
ど
も
家
庭
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
６
３

県
産
材
を
使
用
し
た
新
築
住
宅
や
感

染
症
対
策
と
あ
わ
せ
て
行
う
増
改
築

な
ど
に
対
す
る
支
援
が
あ
り
ま
す

感
染
症
拡
大
に
よ
り
減
少
し
て
い
る

県
産
材
の
需
要
回
復
を
図
る
た
め
、

｢

か
ご
し
ま
緑
の
工
務
店｣

が
新
築

す
る
木
造
住
宅
に
対
し
て
最
大
38
万

円
の
助
成
や
、
感
染
症
対
策
と
併
せ

て
行
う
増
改
築
等
に
対
し
て
木
材
購

入
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

助
成
の
内
容
等

1

｢

か
ご
し
ま
木
の
家｣

緊
急
支

援
事
業
（
新
築
）

か
ご
し
ま
材
を
使
用
し
た｢

か
ご
し

ま
木
の
家｣

の
新
築
に
対
す
る
助
成

2
か
ご
し
ま
材
に
よ
る｢

新
し
い
生

活
様
式｣

創
造
事
業
（
増
改
築
等
）

か
ご
し
ま
材
を
使
用
し
た
感
染
症
対

策
と
併
せ
て
行
う
増
改
築
等
や
木
製

品
の
設
置
に
対
す
る
助
成

※
両
事
業
と
も
か
ご
し
ま
緑
の
工
務

店
を
通
じ
て
の
申
請
と
な
り
ま
す
。

問
県
庁
か
ご
し
ま
材
振
興
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
３
３
６
６

令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
の
準
備
は

お
済
み
で
す
か

申
告
と
納
税
の
期
限

急
　
募

(株) エム・コーポレーション

㈱エム・コーポレーション  ☎ 0994-40-3443
〒893-0063鹿児島県鹿屋市新栄町３２−８問合せ先

清掃スタッフ募集
勤務地▶介護老人保健施設 みなみかぜ
賃　金▶時給 820円　
就業時間▶ ❶６時 30 分～ 10 時 15 分
　　　　　 ❷６時 30 分～ 14 時 30 分

※週６日勤務で❶❷体制

安心の 365 日・24 時間受付
家族葬、自宅葬から一般葬まで

なんぐう
愛・まごころ Lumiere

総 合 葬 祭

錦江町馬場 2142番地 1（タイヨーさん隣）
℡（0994）28-3491・℡（0994）24-4444

「もしも…」の時。すぐ、お電話ください。
　　　　　　　　すぐ、お迎えに参ります。

所
得
税･

贈
与
税･

個
人
事
業
者
の

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
４
月
15

日
木
ま
で

※
緊
急
事
態
宣
言
の
期
間
延
長
に
よ

り
、申
告
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

問
最
寄
り
の
税
務
署

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
３
３
６
６

児
童
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に

お
電
話
く
だ
さ
い

１
８
９
へ
か
け
る
と
、
お
住
ま
い
の

地
域
の
児
童
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま

す
。
通
話
料
は
無
料
で
３
６
５
日
24

時
間
対
応
し
て
い
ま
す
。

問
大
隅
児
童
相
談
所

☎
０
９
９
‐
43
‐
７
０
１
１

鹿児島県
最低賃金

時間額 効力発生日

793 円 令和２年10 月３日

鹿屋労働基準監督署　☎ 0994-43-3385

鹿児島県下全ての労働者に適用されます。
ただし、別に定める特定（産業別）最低賃金の産業
に該当する場合は、当該最低賃金も適用されます。

最低賃金が改正されました
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